
ぎふ清流ＧＡＰロゴマーク使用取扱要領 

 

（目的） 

第１条 この要領はぎふ清流ＧＡＰ評価制度実施要綱（以下、「要綱」という。）第１６

条及びぎふ清流ＧＡＰ評価制度実施要領（以下、「要領」という。）第１０条に規定す

るぎふ清流ＧＡＰロゴマーク（以下、「ロゴマーク」という。）の使用に関して必要な

事項を定める。 

 

（規格） 

第２条 ロゴマークとは、別紙１、２のデザインをいう。 

 

（使用基準等） 

第３条 ロゴマークは、要綱第８条による評価生産者が、農場看板等の農場のＰＲ資材

や販売促進資材等、又は、農林産物及びその流通容器等、又は、評価農林産物を取り

扱う流通業者等が販売促進資材等に印刷、貼付し表示するものとする。 

２ ロゴマークの使用にあたっては次の各号を遵守すること。 

（１）評価生産者が農場看板等の農場のＰＲ資材に使用する場合 

ア 別紙３に示す Basic以上（総合得点の目安 400点以上）の評価を受けた評価

生産者であること。 

イ アの要件を満たし、栽培期間中、化学肥料、化学合成農薬を使用しないこと

を確認した場合（要領様式第５号）は、別紙２のロゴマークを表示することが

できる。ただし、別紙１のロゴマークを併記すること。 

ウ 農場看板に使用する場合は、登録番号も必ず表示すること。 

（２）評価生産者が販売促進資材に使用する場合 

ア 別紙３に示す Advance（総合得点の目安 600点以上かつ評価 4がない）の評

価を受けた評価生産者であること。 

イ ぎふ清流ＧＡＰ評価制度を理解し、ロゴマークの情報が消費者等へ正確に伝

わるように、適切に表示し、管理すること。 

ウ 評価品目以外の商品と近接して表示しない等、評価品目の商品と誤認しない

よう注意すること。 

（３）評価生産者が農林産物に表示する場合 

ア 第３条第２項第２号のアに示す評価生産者であること。 

イ 農林産物は、評価生産者が生産した評価品目、又は評価品目である玄米若し

くは荒茶を 100％原料とした精米若しくは仕上茶であり、次に示す要件をすべ

て満たすこと。 

① 対象の評価を受けた農林産物が区分出荷できること。 

② 残留農薬検査による農薬の残留濃度が全て基準値以下である結果を提出す



ること。農薬不使用の場合は、提出を免除することができる。 

③ 生産から消費者に渡る農産物の状態になるまでの工程の評価を受けている

こと。評価生産者が組織団体の場合は、「施設評価」の評価を受け、評価４

がないこと。 

④ 精米又は仕上茶への表示の場合は、一般社団法人岐阜県農畜産公社（以下、

「公社」という。）による第７条第３項の追加項目の評価を受けていること。 

ウ アの要件を満たし、栽培期間中、化学肥料、化学合成農薬を使用しないこと

を確認した農産物（要領様式第５号）は、別紙２のロゴマークを表示すること

ができる。ただし、別紙１のロゴマークを併記すること。 

エ 評価農林産物及びその流通容器等に印刷、貼付する場合は、登録番号も必ず

表示すること。 

オ ロゴマークを表示して評価農林産物を出荷した場合は、出荷日、出荷先、出

荷量を記録し保存しなければならない。 

カ 評価農林産物以外に表示しないこと。 

キ ロゴマークは、原則として評価生産者自ら表示すること。 

ク 表示する商品等については、食品表示法、農産物検査法等関係法令を遵守し

ていること。 

（４）評価農林産物を取り扱う流通業者等が販売促進資材に使用する場合 

  ア 評価農林産物を取り扱っており、ぎふ清流ＧＡＰ評価制度を理解し、消費者

に説明できること。 

  イ 評価生産者が評価農林産物に表示する以外、商品に表示しないこと。 

（５）その他知事が適当と認める場合 

 

（ロゴマークの図柄等） 

第４条 ロゴマークの図柄は別紙４とし、県が提供するデザインの電子データを用いる

ものとする。原則としてデザイン及び色の変更は認めない。 

２ 第３条第２項第３号において登録番号を表示する場合は、別紙４のとおりとする。 

 

（ロゴマークの使用料） 

第５条 ロゴマークの使用料は、無料とする。 

 

（使用申請） 

第６条 第３条第２項第１号、第２号及び第３号の評価生産者がロゴマークを使用する

とき（以下、「使用者」という。）は、ロゴマーク使用許可申請書（ロゴ様式第１号）

を、第３条第２項第４号の評価農林産物を取り扱う流通業者等がロゴマークを使用す

るとき（以下、「取扱使用者」という。）はロゴマーク使用許可申請書（ロゴ様式第２

号）を原則、所管の農林事務所を経由し、農産園芸課に提出しなければならない。 

２ 知事は、ロゴマーク使用許可申請書の提出を受けた場合、その内容を審査し適当と



認められるときはロゴマークの使用を許可し、使用許可通知書（ロゴ様式第３号）を

送付した後、デザインデータを申請者に送付する。 

３ 使用者及び取扱使用者は、第１項の申請内容に変更が生じた場合は、ロゴマーク使

用許可変更申請書（ロゴ様式第４号、ロゴ様式第５号）を所管の農林事務所を経由し、

農産園芸課に提出しなければならない。 

４ 知事は、ロゴマーク使用許可変更申請書の提出を受けた場合、その内容を審査し適

当と認められるときは、変更許可通知書（ロゴ様式第６号、ロゴ様式第７号）を送付

する。 

 

（追加項目確認申請） 

第７条 第３条第２項第３号の評価生産者又は農場評価申請者が精米又は仕上茶にロ

ゴマークを使用するときは、追加項目確認申請書（ロゴ様式第９号）を、所管の農林

事務所を経由し、農産園芸課に提出しなければならない。 

２ 農政部長は、前項の規定により提出された書類を受理した時は、追加項目評価依頼

書（ロゴ様式第１０号）により、公社理事長へ評価を依頼する。 

３ 公社理事長は、前項の規定により確認の依頼を受けたときは、次に掲げるところに

より評価を実施する。 

（１） 農場評価員は、申請者の農場が、別表１又は別表２の項目に適合しているか実地

調査等による評価を行う。 

（２） 評価により不適合の項目があった場合は、農場評価員は一次結果報告書とあわ

せて別表３もしくは４を申請者へ送付する。 

（３） 不適合項目の通知を受けた申請者は、１か月以内に是正を行い、不適合項目の再

評価を受けることができる。 

（４） 公社理事長は、調査を終了したときは、追加項目評価結果報告書（ロゴ様式第１

１号）により農政部長に報告する。 

（５） 農政部長は、全ての項目の適合を確認できた場合は、追加項目判定結果通知書

（ロゴ様式第１２号）により申請者に通知する。 

 

（使用期間） 

第８条 ロゴマークの使用期間は、ロゴマーク使用許可通知書の発行の日から要綱第 11

条に定める有効期限までとする。 

２ 第１項の使用期間終了後において、引き続きロゴマークを使用するときは、第６条

に基づき改めて申請書を提出しなければならない。 

 

（使用許可の取消） 

第９条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ぎふ清流ＧＡＰロゴマーク

使用許可取消通知書（ロゴ様式第８号）により、ロゴマークの使用許可を取り消す

ことができる。 



（１） 要綱第１４条に基づき、評価を取り消された場合 

（２） この要領に定める事項に反し、ロゴマークの不適正な使用・表示が認められた場

合 

（３） 第７条第２項に基づき更新時にロゴマーク使用許可申請書の提出がされない場

合 

（４） その他、ロゴマークの信頼性を損ねる行為が認められた場合 

 

（使用者の責任） 

第 10 条 使用者はロゴマークの使用方法及びそれに付随する表示内容について説明責

任を有するものとする。 

２ ロゴマークは、評価農林産物とそれ以外を明確に区別するために使用するものであ

り、県がマーク使用者の事業の推奨や商品の品質保証を示すものではない。 

３ ロゴマークを使用する者が、ロゴマークの使用によって第三者との間に紛争を生じ、

損害の賠償又は損失の補償等を求められた場合でも、県は責任の一切を負わないも

のとする。 

 

（情報公開） 

第 11 条 使用者は申請書に記載した次の各号の情報について、岐阜県庁のホームペー

ジ上で公開することに同意するものとする。 

（１） 登録番号 

（２） 市町村名 

（３） 評価発行年月日 

（４） 評価農林産物 

 

附 則 

１ この要領は、令和２年１１月１６日から施行する。 

 

附 則 

１ この要領は、令和４年５月６日から施行する。 

 

附 則 

１ この要領は、令和５年５月１８日から施行する。 


